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「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」について


平素は、当会の業務運営についてご高配賜り厚く御礼申し上げます。
　本年9月13日に開催された「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」が決定され、国土交通省を通じて案内がありました。
本ガイドラインは、企業の規模、業種にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を対象として、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業宣言をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、企業による人権尊重の取組に当たっての考え方・方法を、事例も交えながら、具体的かつわかりやすく解説したものですので、ご参考に送付いたします。（【別添１】【別添２】）
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